
 

岡山県地域防災計画の概要 

 

１ 県地域防災計画の概要 

  県地域防災計画は、災害対策基本法に基づき、都道府県防災会議が作成することとさ

れている防災に関する業務の総合的な運営計画である。 

本県では、「風水害等対策編」、「地震・津波災害対策編」及び「原子力災害等対策

編」を定め、災害の種別に応じた関係機関相互の緊密な連絡調整を図る上での基本的な

大綱としている。 

 ＜県地域防災計画の構成＞ 

  ○災害予防計画 

  ○災害応急対策計画 

  ○災害復旧計画 

 

２ 県地域防災計画の修正 

  国の防災基本計画の修正内容や最近の災害対応の教訓等を踏まえ、災害予防・応急対

策を充実する観点から、防災関係機関等と意見調整を進め、県防災会議で必要な見直し

を行っている。 

  また、市町村に対しては、国や県の防災計画修正の内容を踏まえ、早期に市町村地域

防災計画を見直すよう働きかけるとともに、自主防災組織活動の活性化など、地域の実

情に応じた効果的な防災対策の実施を促し、地域防災力の強化を図ることとしている。  

 

３ 主な修正内容 

（１）防災基本計画の修正（令和５年５月）を踏まえた修正 

  ＜多様な主体と連携した被災者支援＞ 

  ・県による災害中間支援組織の育成・ 強化、関係者の役割分担の明確化 

・災害ボランティアセンター設置予定場所の明確化 

・災害ケースマネジメントなどの被災者支援の仕組みの整備 

＜県民への情報伝達＞ 

・長周期地震動階級に係る情報の解説・伝達 

・通信障害発生時の丁寧な周知広報の実施 

  ・障害者の情報取得・意思疎通に係る施策の推進 

＜デジタル技術の活用＞ 

・被災者台帳、避難行動要支援者名簿の作成等へのデジタル技術の活用 

 

（２）県の防災対策の見直し等を踏まえた修正 

・「災害発生時における死者等の氏名等の公表方針」を明記 

・社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の指定地方公共機関への指定に伴う修正 

・県の防災配備体制の基準に長周期地震動階級を追加 


